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令和７年度の申請単価について 

 

 令和７年度の申請単価は、「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及

び第二種負担金算定等規則第 3条の規定に基づく認可申請書」（ＴＣＡ支－Ｂ※※※

（令和７年 10 月〇〇日））（以下「3条」認可申請書」という。別添資料１）及び総務

省告示第 316 号（令和７年９月 12日）（以下「回線単価告示」という。）第 2条及び附

則第 2項により次の式を用いて算定した。 

 

第二種支援業務見込費用（Ａ） 

（288,983,129円） 

――――――――――――――――――  ＝ 2円／回線 

合計算定対象回線数（Ｂ）     （１円未満端数切り上げ） 

（224,674,290回線） 

 

Ａ ＝ ａ１＋ａ２ ＝ 288,983,129円 

 

ａ１： 令和８年度に交付することが見込まれる第二種交付金の総額 

     ＝ 148,582,129円 

  ａ２： 令和８年度の第二種交付金の交付及びこれに附帯する業務に要することが見込   

まれる費用の額（支援業務費） 

     ＝ 140,401,000円 

 

Ｂ ＝ 回線単価告示第 2条の合算算定対象回線数 ＝ 224,674,290回線 

    第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等

規則規則（令和７年総務省令第 16 号）第 25 条第 2 項の規定により総務大臣が算

定し、総務大臣通知書（総基第 129号（令和７年 10月３日））（別添資料２）によ

り支援機関あて通知された回線数。3 条許可申請書の別紙中 1❷及び 2①により、

同規則第 24条第 1項第二号及び同規則附則第 3項にかかわらずこの回線数を合算

算定対象回線数として用いる。 

 

 

 

（参考）総務省告示第 316号（令和７年９月 12日）（抄） 

第 2 条 申請単価は、第二種支援業務見込費用（第二種負担認可の申請の日が属する事

業年度の翌事業年度に交付することが見込まれる第二種交付金の総額並びにその交付

及びこれに附帯する業務に要することが見込まれる費用の額を合計した額をいう。以

（別紙１） 
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下同じ。）から次項に定める前年度徴収過不足見込額を減じた額（同項において「徴収

必要見込額」という。）を合計算定対象回線数（第二号算定等規則第二十四条第一項第

二号（第二号算定等規則附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に

掲げる値をいう。以下同じ。）で除して得た額に、一円未満の端数があるときは、その

端数を切り上げる方法により算定する。 

（以下略） 

 

2  前項に規定する前年度徴収過不足見込額は、同項の第二種負担認可の申請の日が属

する事業年度の前事業年度における第二種負担認可の申請に係る申請単価に当該申請

に係る合計算定対象回線数を乗じた額から当該申請に係る徴収必要見込額を減ずる方

法により算定する。 

 

 附則 

2  令和七年度に行う申請単価の算定に係る第二条第一項の規定の適用については、  

同項中「第二種支援業務見込費用（第二種負担認可の申請の日が属する事業年度

の翌事業年度に交付することが見込まれる第二種交付金の総額並びにその交付及

びこれに附帯する業務に要することが見込まれる費用の額を合計した額をいう。

以下同じ。）から次項に定める前年度徴収過不足見込額を減じた額（同項において

「徴収必要見込額」という。）」とあるのは、「第二種支援業務見込費用（第二種負

担認可の申請の日が属する事業年度の翌事業年度に交付することが見込まれる第

二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附帯する業務に要することが見込ま

れる費用の額を合計した額をいう。以下同じ。）」とする。 
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支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果 

 

１．算定方法 

支援機関の運営に必要な人員に係る人件費、複写経費・備品借料等に係る物件費

及び第二号基礎的電気通信役務制度の周知に必要な新聞広告・パンフレット作成・

コールセンター委託等の支援業務に係る費用から算出。 

 

２．算定結果 

具体的な支援業務に係る費用額は、次のとおり。 

 

区  分 金 額 

(ｱ)支援機関の

運営費用 

(a)人件費 48,247,000円 

(b)物件費等 15,012,000円 

(c)小計 63,259,000円 

(ｲ)周知費用 (a)新聞広告・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費等 64,404,000円 

(b)コールセンター委託費 12,738,000円 

(c)小計 77,142,000円 

(ｳ)合計 140,401,000円 

 

区  分 金 額 

(1)当年度費用額 140,401,000円 

(2)前期繰越収支差額 0円 

(3)差額〔＝(1)－(2)〕 140,401,000円 
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